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第１ 章  総則 

 

 ⑴ 要求水準書の位置付け 

   配水管更新事業（ 以下「 本事業」 と いう 。 ） 要求水準書は， 宇都宮市上

下水道局（ 以下「 局」 と いう 。 ） が本事業を 設計・ 施工一括発注方式（ 以

下「 管路Ｄ Ｂ 方式」 と いう 。 ） によ り 実施する に当たっ て， 局が本事業の

受注者（ 以下「 事業者」 と いう 。 ） に求める 業務の水準（ 以下「 要求水

準」 と いう 。 ） であ り ， 本事業での仕様を 記載し たも のであ る 。  

 

 ⑵ 用語の定義 

 

   本事業   ： 配水管更新事業を いう 。  

   局     ： 宇都宮市上下水道局を いう 。  

   事業者   ： 本事業の受注者を いう 。  

   管路Ｄ Ｂ 方式： 設計・ 施工を 一括し て発注する 方式を いう 。  

   要求水準  ： 局が本事業の事業者に求める 業務の水準を いう 。  

   基本契約  ： 本事業の全体に係る 契約を いう 。  

   設計成果  ： 設計業務において作成し た数量や図面等を いう 。  
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第２ 章 本事業の概要 

 

 ⑴ 事業の目的 

   本事業は， 安全で安心な水道水を 安定的に供給する こ と を 目的に， 老朽

化し た配水管の更新を 行う こ と を 目的と する 。  

 

 ⑵ 事業名称 

   配水管更新事業 

 

 ⑶ 事業場所 

   宇都宮市西川田町ほか２ 町 主要地方道 宇都宮栃木線 

 

 ⑷ 事業主体 

   宇都宮市上下水道局 

 

 ⑸ 事業期間 

   契約締結日から 令和８ 年１ ２ 月１ ５ 日ま で 

  

 ⑹ 事業のス ケ ジュ ール（ 予定）  

   基本契約の締結    令和７ 年 ９ 月頃 

   委託契約の締結    令和７ 年 ９ 月頃 

   委託の完了      令和８ 年 ２ 月頃 

   工事請負契約の締結  令和８ 年 ２ 月頃 

   工事の完成      令和８ 年１ ２ 月１ ５ 日 

 

 ⑺ 事業方式 

   本事業は， 更新事業の効率化を 図る ため， 設計・ 施工を 一括し て発注す

る 管路Ｄ Ｂ 方式で実施する も のであ る 。  

 

 ⑻ 入札及び契約 

   「 宇都宮市上下水道局に係る 設計・ 施工一括発注方式実施要領」 に基づ

き ， 入札及び契約を 実施する 。  
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 ⑼ 対象施設 

   本事業において更新する 配水管等は， 次のと おり と する 。  

   ・ 配水管   管種 DI P( GX形)  

口径φ250 ㎜～φ100 ㎜， 延長 1250. 0ｍ  

   ・ 仕切弁   11 か所 

   ・ 消火栓   4 か所 

   ・ 給水管   29 件 

   ・ 既設管撤去 φ250 ㎜～φ100 ㎜ Ｌ ＝1250. 0ｍ  

 

 ⑽ 業務範囲 

   事業者が行う 業務範囲は対象施設の設計及び施工と し ， その概要は表に

示すと おり と する 。 ま た， 対象路線の詳細は設計図書を 参照する こ と と す

る 。  

 

区分 業務 備考 

全体 本事業の総合調整 

( 統括管理技術者の配置)  

発注者及び事業者間の調整及び本事業

の総合的な調整・ 管理 

設計 現地調査  

図面作成  

数量計算  

審査  

報告書作成  

設計協議  

試掘調査 既設管や他企業占用物件等の試掘調査 

施工 管布設工  

仕切弁設置工  

消火栓設置工  

給水分岐替工  

既設管撤去工  
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第３ 章 基本的要件及び要求水準 

 

 ⑴ 遵守すべき 関係法令等 

   事業者は， 本事業に関係する 法令， 条例， 規則等を 遵守し ， 本事業を 実

施する こ と と する 。  

 

 ⑵ 設計業務 

   事業者は， 設計図書及び上下水道設計業務委託共通仕様書等に規定し た

仕様又は同等以上の仕様を 提案し て設計を 行う も のと する 。  

 

 ⑶ 施工業務 

   事業者は， 設計成果によ り 作成し た設計図書及び水道工事標準仕様書等

に規定し た仕様又は同等以上の仕様を 提案し て施工する も のと する 。  
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第４ 章 予想さ れる リ ス ク と 責任分担 

 

  本事業の適正かつ確実な実施を 確保する 観点から ， リ ス ク が顕在化し た場

合の局と 事業者のリ ス ク 及び責任分担については， 契約書， 上下水道設計業

務委託共通仕様書， 水道工事標準仕様書及び次に記載のと おり と する 。  

  なお， 記載のない事項については， 局と 事業者の協議によ り 決定する 。  

 

リ ス ク の種類 リ ス ク の内容 局 事業者 

設計リ ス ク  局が提示し た条件の誤り や要求

事項の変更など によ る 設計変更

に伴う 費用の増大， 工期の遅延

など  

〇  

事業者の設計に係る 瑕疵によ る

費用の増大， 工期の遅延など  

 〇 

工期遅延・ 工事

費用増大リ ス ク  

提示条件の誤り や追加指示， 設

計業務時の調査や試掘において

予見困難な地下埋設物の発生な

ど ， 事業者の帰責事由によ ら な

い工期の遅延・ 費用の増大 

〇  

設計業務で作成さ れた数量や図

面の誤り ， 設計業務時の調査や

試掘において予見可能な地下埋

設物の発生など ， 事業者の帰責

事由によ る 工期の遅延・ 費用の

増大 

 〇 

 


